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賃料減額請求が困難なサブリース契約はどのような類型か 
家賃の減額請求は可能か？ 

定期借家契約なら賃料を長期

間固定できます。20年間の賃料

を固定することも可能です。 

しかし旧来の借家契約は違い

ます。約束した賃料でも増減を

請求できます。更に「減額しな

い」という特約は無効で、特約

があっても減額を請求できます。 

「借地借家法第32条 建物の

借賃が、……経済事情の変動に

より、又は近傍同種の建物の借

賃に比較して不相当となったと

きは、契約の条件にかかわらず、

…将来に向かって建物の借賃の

額の増減を請求することができ

る。ただし、一定の期間建物の

借賃を増額しない旨の特約があ

る場合には、その定めに従う。」 

サブリースの減額請求は？ 

住友不動産は旺文社関連会社

にサブリースによる土地活用を

提案し、その関連会社は住友不

動産からの敷金50億円と銀行借

入180億円とでビルを建築し住

友不動産に平成3年賃貸します。 

契約期間は15年で中途解約不

可。賃料は年20億円で3年ごと

値上げする契約で、賃料値下げ

の定めはありません。 

賃料相場は急落。住友不動産

は賃料の減額請求をします。平

成6年4月には14億円へ、同11月

に9億円へ、平成9年3月に8億円

へ、平成11年3月には5億円へと、

それぞれ減額請求を続けます。 

通常のアパートの賃貸借なら

ばともかくも、サブリースは形

式的には賃貸借契約であっても

その実態は共同事業契約なので

あり、賃料減額請求はできない、

との考え方もありました。そう

であれば減額請求はできません。 

2003年10月21日に最高裁の判

断がなされます。サブリース契

約であっても、それが建物賃貸

借契約である限りは、賃料減額

請求が可能だと判断します。た

だし家賃をどこまで引き下げる

かについては、借入金返済事情

その他様々な事情を考慮しなく

てはいけないとして、その判断

を東京高裁に差し戻しました。 

「サブリース契約でも賃料減

額請求は可能」しかし「値下げ

幅は様々な事情を考慮しなくて

はいけない」という結論です。 

結果はどちらの勝ちなのか？ 

東京高裁で和解となりました。

判決でなく和解なので詳細は闇

の中です。ただ住友不動産によ

れば、2005年11月に和解し和解

金17億円を受け取るとあります。 

日本経済新聞2005.12.20.に

よれば「住友不動産が主張した

賃料の減額がすべて認められた

場合、払い込み済みの賃料の返

還額は百数十億円に達したとみ

られるが、実際の受取額は少額

にとどまった。」。確かに全体

から見るとわずかな金額です。 

最高裁判決では「サブリース

契約であっても賃料減額請求は

可能」という部分に注目が集ま

り、住友不動産の勝ちとも言わ

れましたが、この金額から見る

と、住友不動産の負けのようで

す。和解においては「様々な事

情」を考慮することで金額が定

まったのでしょう。 

つまり「一定のサブリース契

約においては、賃料減額請求は

可能なものの、減額できる金額

はわずか。」ということが結論

のようです。 

賃料減額で考慮されるのは？ 

最高裁判決では、この事案は、

不動産賃貸等を目的とする会社

が転貸事業を行うために締結し

たもので、当事者間において賃

貸期間、当初賃料及び賃料の改

定等において協議を調え、その

結果を前提とした収支予測の下

に、敷金の預託を受け、金融機

関から融資を受けて建築したも

のであり、このようなサブリー

ス契約については、値下げ幅は

事情を考慮しなくてはいけない、

としています。この類型のサブ

リースでは賃料減額はわずかの

ことがある、という結論です。 

賃料減額請求が可能か否かは、

3つに分かれたようです。 

(1)一般のアパート賃貸のよう

に当然に認められるもの。 

(2)このサブリース契約のよう

に、認められるものの契約時の

様々な事情も考慮するもの。 

(3)定期借家契約のように特約

で排除されたもの。 

無理なサブリースは注意です。 
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住友不動産は旺文社関連会社

のセンチュリータワー(東京都

文京区)にサブリースによる土

地活用を提案します。センチュ

リータワーは住友不動産からの

敷金50億円と銀行借入180億円

とでビルを建築し住友不動産に

平成3年賃貸します。契約期間

は15年で中途解約不可。家賃は

年20億円で3年ごと10％値上げ、

値上げ率は協議で変更可ですが、

値下げの定めはありません。 

オフィス賃料市場はガタガタ

になり、住友不動産は借地借家

法32条1項に基づく賃料減額請

求をします。これは経済情勢が

変ったなら契約条件にかかわら

ず賃料減額請求できるという強

行規定。賃貸借契約書に値下げ

の定めがないのでこの強行規定

による減額請求です。平成6年4

月には14億円へ、同11月には9

億円へ、平成9年3月には8億円

へ、平成11年3月には5億円へと、

それぞれ減額請求を続けます。

これが裁判となりこの10月21日

に最高裁の判断がなされました。 

サブリース契約と賃貸借契約 

ポイントは「サブリース契約

であっても借地借家法32条の賃

料減額請求ができるのか？」。 

建物賃貸借契約ならば「賃料

は値下げせず」との定めでも賃

料減額請求が当然にできます。 

そこで｢このようなサブリース

契約の本質は、自ら住むための

アパート賃貸等とは違い、家賃

保証というリスクを取って収益

を得ようとする事業上の契約で

あって賃貸借契約ではない。だ

から借地借家法の適用はないの

で賃料減額請求権はなく賃料引

下げはない｣と議論されます。 

最高裁は、たとえサブリース

契約であっても、それが建物賃

貸借契約である限りは、借地借

家法32条1項の賃料減額請求が

可能だと判断しました。ただし

家賃をどこまで引き下げるかに

ついては、借入金返済事情その

他様々な事情を考慮しなくては

いけないと判じました。 

具体的な賃料については高裁

に差し戻され判断がなされます。 

この10月21日には同趣旨の最

高裁判決がもう一件でています。

やはり住友不動産が借主で当初

賃料年間18億円の賃貸ビルにつ

いてで、全く同じ結論の判決で

す。こちらの契約書には「いか

なる場合も直近一年の賃料を下

回らない」という明確に家賃値

下げ不可との定めがありました

が、それでも結論は同じです。 

相手が個人地主でも同じ結論 

この二件の最高裁判決は新聞

にも載り注目を浴びましたが、

その2日後の10月23日に最高裁

で別の判決がでています。 

前二件の判決はいわば大企業

間の争いでしたが、こちらは個

人地主対大企業です。判決は個

人の地主であっても、同じ結論

になりました。 

東京都目黒区の個人地主が三

井不動産との共同事業でビルを

建築します。借地人借家人立退

きや隣接地買収まで含む三井不

動産主導による共同事業だった

ようで、地主は金利年6％10年

固定で11億円の融資を受けるこ

とにまでして事業をすすめます。 

ここでのサブリース契約は個

人地主が取得したビルの区分所

有部分を三井不動産が平成7年3

月から10年間を月1064万円保証

で借り上げるというものです。 

地主は940万円までの値下げ

なら認めるとの妥協案をだしま

すがそれ以上は応じません。 

三井不動産は平成7年11月に

家賃を509万円へとの賃料減額

請求を行います。ただし減額請

求の後も平成14年までずっと月

940万円を支払い続けます(地主

の資金繰りを考慮したのか？)。 

そして裁判。地主側は賃料減

額請求は認められないとして

1064万円の家賃の確認を求め、

三井不動産は減額請求後の509

万円だとし、過払い金額の返還

を求めます。 

最高裁の判断は前二件と全く

同じ。解約不可のサブリース契

約であっても賃料減額請求は可

能、ただし減額後の賃料決定に

は様々な事情を考慮しろとして、

差し戻しです。個人地主だから

といっても同じ結論です。 

現在では定期借家契約活用で

賃料減額請求を排除できます。 


